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令和 6年 4 月 1日現在

看護小規模多機能型居宅介護 重要事項説明書

当事業所はご契約者に対して指定看護小規模多機能型居宅介護を提供しま

す。

事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいこ

とを次の通り説明します。
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１．事 業 者
（１）法人名 社会福祉法人京都悠仁福祉会

（２）法人所在地 京都市伏見区深草正覚町２３番

（３）連絡先 TEL：０７５－５６１－６５５０ FAX：０７５－５６１－６５５２

（４）代表者氏名 理事長 武田 隆久

（５）設立年月日 平成１８年２月１４日

２．事業所の概要
（１）事業の種類

看護小規模多機能型居宅介護 平成２６年６月１日指定（第２６９１２００１５４号）

（２）事業の目的

介護保険法の理念に沿って、要介護者の居宅において、居宅サービス計画及び看護小規

模多機能型居宅介護計画に基づいて「通い」を中心とし、随時「訪問」や「泊まり」を組み

合わせて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練、療養上の

看護を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活

を営むことができるようにすることを目的とする。

（３）運営の方針

１ 尊敬と思いやりの心をもって専門的サービスを提供し、高齢者が住み慣れた地域で長年

にわたって培ってきた人間関係、生活環境をできるだけ維持し、心豊かに生活できる環境

作りに努めるとともに、利用者から信頼される事業所運営を行う。

２ 地域に信頼される福祉拠点として総合的介護機能を充実させ、福祉・保健・医療との連

携を密にする。

３ 職員がお互いに力を合わせて魅力ある事業所作りのために努力し、常にサービスの自己

評価を行うとともに改善を図り、職員の研修及び自己研鑽に努める。

（４）事業所の名称 複合型施設鳳凰槇島

（５）事業所の所在地 京都府宇治市槇島町大川原３５-５

（６）電話番号 TEL：０７７４-２５-２０５０

（７）管理者等氏名 センター長 小野 智子

管理者 松野 大

（８）開設年月日 平成２６年６月１日

（９）通常の事業の実施地域

宇治市内
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（１０）営業日及び営業時間等

営業日 年中無休

サービス提供時間

〈営業時間〉

通いサービス ：午前８時３０分～午後５時００分

訪問看護サービス：必要時随時

訪問介護サービス：必要時随時

宿泊サービス ：午後５時００分～翌日午前８時３０分

利用定員

登録定員 ２９名

１日の通いサービス定員 １５名

１日の宿泊サービス定員 ５名

受付時間 午前８時３０分～午後５時

※変更や利用の中止に関する連絡は、終日受付します。

（１１）併設している他の事業

当事業所に併設している事業所は、次のとおりです。

・グループホーム鳳凰槇島（認知症対応型共同生活介護） 平成２６年６月１日指定

入居定員 １８名

３．職員の配置状況
当事業所では、利用者に対して看護職規模多機能型居宅介護（以下、「サービス」という。）

を提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

（１）主な職員の配置状況

職 種
常勤 非常勤

備考
専従 兼務 専従 兼務

１. センター長 １名

２. 管理者 １名 介護職員兼務

３. 介護支援専門員 １名 介護職員兼務

４. 看護職員 ２名 ２名 グループホーム鳳凰槇島兼務

５. 介護職員 ５名 ２名 ３名 管理者及び介護支援専門員兼務

（２）職員の職務内容

センター長 事業所全体の運営を管理し、他事業との調整、統括を行います。

管理者 従業員の管理及び事業の申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他

の管理を一元的に行います。

介護支援専門員 利用者の心身及び日常全般の状況、その置かれている環境及び希望を踏

まえ、居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画の作成を

行います。

法定代理受領の要件であるサービス利用に関する市町村への届出代行

ご利用者及びご家族の日常生活上の相談助言

地域包括支援センターや他の関係機関との連絡・調整

看護職員 事業所内及び居宅において利用者の健康状態を把握し、主治医からの指

示・報告等の連携を図り、必要な医療処置・療養に必要な看護を行いま

す。
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介護職員 事業所内及び居宅において利用者の身体状況を把握し、入浴・排泄・食

事・その他必要な身体介護及び調理・買物・掃除・洗濯など日常生活に

おける支援を行います。

４．事業所が提供するサービス
① 居宅サービス計画・看護小規模多機能型居宅介護計画の作成

事業所の介護支援専門員は、サービスの提供の開始に当たり、利用者の心身の状況、希望及

びその置かれている環境を踏まえて、他の職員と協議の上、援助の目標、当該目標を達成する

ための具体的なサービスの内容等を記載した居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅

介護計画を作成します。

居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画の作成にあたっては、以下の点に留

意して行います。

・地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置

かれている環境を踏まえてサービスを柔軟に組み合わせます。

・利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日

常生活を送ることができるよう配慮します。

・居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画は漫然かつ画一的にならないよう

に、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう心要な援助となるよ

うにします。

・登録者が通いサービスを中心とし、通いサービスを利用していない日においては、可能な

限り、訪問による介護・看護のサービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等、登録

者の居宅における生活を支えるための計画を提供します。

サービスを提供した際には、当該サービスの提供日及び内容、利用者に代わって支払いを

受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載し

た書面又はこれに準じる書面に記載します。

利用者が居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画の変更を希望する場合

は、当該利用者に係る担当介護支援専門員が必要な援助を行います。

② 通いサービス

事業所において、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練及び必要な医療処置

等の看護、送迎を行います。

③ 宿泊サービス

事業所に宿泊し、食事や排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を行います。

④ 訪問介護サービス

利用者の居宅を訪問し、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を行います。

⑤ 訪問看護サービス

利用者の居宅を訪問し、主治医からの指示・報告等の連携を図り、必要処置・療養上必要な

看護を行います。

⑥ その他

サービスの提供を求められた場合には、その利用者の提示する介護保険被保険者証によって、

被保険者資格、要介護認定の有無及び有効期間を確かめ、介護保険被保険者証に認定審査会の

意見が記載されているときは、その意見に配慮してサービスを提供します。

また、その利用者の提示する介護保険負担割合証によって、被保検者資格、利用者負担の割

合及び有効期間を確かめます。

５．利用料金
（１）介護保険給付対象サービス

以下のサービスについては、利用料金の９割、一定の所得がある方は８割または７割が介護保

険から給付されます。

【サービス利用料金（１月あたり）】

下記の料金表によって、利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を

除いた金額（自己負担額）をお支払い頂きます。

（サービスの利用料金は、利用者の要介護度及び負担割合に応じて異なります。）
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①（利用料金 看護小規模多機能型居宅介護費）

同一建物に居住する利用者以外

要介護度 単位数 １割負担 ２割負担 ３割負担

サービス利用に係る

自己負担額

要介護１ １２,４４７単位/月 １２,８５８円 ２５,７１６円 ３８,５７４円

要介護２ １７,４１５単位/月 １７,９９０円 ３５,９８０円 ５３,９７０円

要介護３ ２４,４８１単位/月 ２５,２８９円 ５０,５７８円 ７５,８６７円

要介護４ ２７,７６６単位/月 ２８,６８３円 ５７,３６５円 ８６,０４７円

要介護５ ３１,４０８単位/月 ３２,４４５円 ６４,８８９円 ９７,３３４円

同一建物に居住する利用者

要介護度 単位数 １割負担 ２割負担 ３割負担

サービス利用に係る

自己負担額

要介護１ １１,２１４単位/月 １１,５８５円 ２３,１６９円 ３４,７５２円

要介護２ １５,６９１単位/月 １６,２０９円 ３２,４１８円 ４８,６２７円

要介護３ ２２,０５７単位/月 ２２,７８５円 ４５,５７０円 ６８,３５５円

要介護４ ２５,０１７単位/月 ２５,８４３円 ５１,６８６円 ７７,５２８円

要介護５ ２８,２９８単位/月 ２９,２３2円 ５８,４６４円 ８７,６９６円

※ 利用にあたり、月途中から登録利用した場合又は月途中から利用を終了した場合は、利用開

始日から当該月の末日まで又は当該月の初日から登録終了日の期間に対応した単位数（日割り

単位数）で計算いたします。

※ 上表は保険給付に、地域単価１０.３３円を含めて計算しております。

上記以外に一定の要件が満たされた場合、下記の加算が算定されます。

加算 単位数 １割負担 ２割負担 ３割負担 加算要件

初期加算 ３０単位/日 ３１円 ６２円 ９３円
登録した日から起算して３０日

間算定

認知症加算(Ⅱ) ８９０単位/月 ９２０円 １,８３９円 ２,７５９円

認知症介護実践リーダー研修

修了者の配置。認知症ケアに

関する留意事項の伝達または

技術的指導に係る会議を定期

的に開催し、日常生活自立度

のランクⅢ以上に該当する場

合

認知症加算(Ⅲ) ７６０単位/月 ７８６円 １,５７１円 ２,３５６円
日常生活自立度のランクⅢ以

上に該当する場合

認知症加算(Ⅳ) ４６０単位/月 ４７６円 ９５１円 １,４２６円

要介護状態区分が要介護２で

ある者であって、日常生活自

立度のランクⅡ以上に該当す

る場合

若年性認知症

利用者受入加算
８００単位/月 ８２７円 １, ６５３円 ２,４８０円

若年性認知症利用者（６５歳

未満）ごとに担当者を定め、当

該利用者の特性やニーズに

合わせたサービス提供を行な

った場合

退院時

共同指導加算
６００単位/回 ６２０円 １,２４０円 １,８６０円

病院、診療所又は介護老人保

健施設に入院中又は入所中

の者が退院又は退所にあた

り、事業所の看護師等が退院
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時共同指導を行った後、退院

又は退所後、初回の訪問看護

サービスを行った場合

緊急時対応加算 ７７４単位/月 ５９３円 １,１８６円 １,７７９円

利用者又はその家族等に対し

て２４時間連絡できる体制にあ

って、かつ、計画的に訪問す

ることとなっていない緊急時に

おける訪問看護および計画的

に宿泊することとなっていない

緊急時における宿泊を必要に

応じて行う体制にある場合

特別管理

加算(Ⅰ)
５００単位/月 ５１７円 １,０３３円 １,５５０円

在宅悪性腫瘍患者指導管理

若しくは在宅気管切開患者指

導管理を受けている状態又は

気管カニューレ若しくは留置カ

テーテルを使用している状態

にある場合

特別管理

加算(Ⅱ)
２５０単位/月 ２５９円 ５１７円 ７７５円

在宅自己腹膜灌流指導管理、

在宅血液透析指導管理、在宅

酸素療法指導管理、在宅中心

静脈栄養法指導管理、在宅成

分栄養経管栄養法指導管理、

在宅自己導尿指導管理、在宅

持続陽圧呼吸療法指導管理、

在宅自己疼痛管理指導管理、

在宅肺高血圧症患者指導管

理、人工肛門、人工膀胱、真

皮を越える褥瘡、点滴注射を

週３回以上行う必要があると認

められる状態にある場合

ターミナル

ケア加算
２,５００単位/回 ２,５８３円 ５,１６５円 ７,７４７円

主治医との連携の下、ターミナ

ルケアに係る計画及び支援体

制の説明、同意を得て、ご利

用者様の身体状況の変化が

適切に記録している場合、死

亡日及び死亡日前１４日以内

に２日以上、ターミナルケアを

行った場合

サービス提供

体制強化加算

(Ⅰ)

７５０単位/月 ７７５円 １,５５０円 ２,３２５円

当該事業所の介護職員の総

数の内、介護福祉士の占める

割合が１００分の７０以上である

場合

看護

体制強化加算
２,５００単位/月 ２,５８３円 ５,１６５円 ７,７４８円

医療ニーズの高い利用者に対

し算定日の前３ヶ月間におい

て、当該事業所における利用

者総数のうち、主治の医師の

指示に基づく看護サービスを

提供した利用者の占める割合

が８０％以上、緊急時訪問看

護加算を算定した利用者の占
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める割合が５０％以上、特別管

理加算を算定した利用者の占

める割合が２０％以上体制強

化した場合

訪問体制

強化加算
１,０００単位/月 １,０３３円 ２,０６６円 ３,０９９円

訪問サービスの提供に当たる

常勤の従業者を２名以上配

置、全ての登録者に対する訪

問サービスの提供回数が述べ

２００回/月以上、同一建物に

集合住宅を併設する場合は、

登録者のうち同一建物居住者

以外の占める割合が１００分の

５０以上の場合

総合マネジメント

体制強化加算（Ⅰ）
１,２００単位/月 １,２４０円 ２,４８０円 ３,７１９円

個別サービス計画について、

利用者の心身の状況や家族

を取り巻く環境の変化を踏ま

え、多職種協働により随時適

切に見直しを行う。また地域住

民等との交流、連携など積極

的に行える体制を確保してい

る場合

褥瘡マネジメント

加算（Ⅰ）
３単位/月 ３円 ６円 ９円

入所者等ごとに褥瘡の発生と

関連のあるリスクについて、評

価し、少なくとも３月に１回、評

価を行い、その評価結果等を

厚生労働省に提出し、褥瘡ケ

ア計画を作成し、定期的に記

録し、少なくとも３月に１回、入

所者等ごとに褥瘡ケア計画を

見直す。

褥瘡マネジメント

加算（Ⅱ）
１３単位/月 １４円 ２７円 ４１円

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の

算定要件を満たしている施設

等において、施設入所時等の

評価の結果、褥瘡が発生する

リスクがあるとされた入所者等

について、褥瘡の発生のない

こと。

排せつ支援加算

（Ⅰ）
１０単位/月 １１円 ２１円 ３１円

排せつに介護を要する入所者

等ごとに、要介護状態の軽減

の見込みについて、医師また

は医師と連携した看護師が施

設入所時等に評価するととも

に、少なくとも６月に１回、評価

を行い、その評価結果等を厚

生労働省に提出し、支援計画

を作成し、支援を継続して実

施、評価に基づき、少なくとも

３月に１回、入所者等ごとに支

援計画を見直す。



- 8 -

排せつ支援加算

（Ⅱ）
１５単位/月 １６円 ３１円 ４７円

排せつ支援加算（Ⅰ）の算定

要件を満たしている施設等に

おいて、適切な対応を行うこと

により、要介護状態の軽減が

見込まれる者について、施設

入所時等と比較して、排尿・排

便の状態の少なくとも一方が

改善するとともに、いずれにも

悪化がない、またはおむつ使

用ありから使用なしに改善して

いること。

排せつ支援加算

（Ⅲ）
２０単位/月 ２１円 ４２円 ６２円

排せつ支援加算（Ⅰ）の算定

要件を満たしている施設等に

おいて、適切な対応を行うこと

により、要介護状態の軽減が

見込まれる者について、施設

入所時等と比較して、排尿・排

便の状態の少なくとも一方が

改善するとともに、いずれにも

悪化がない、かつおむつ使用

ありから使用なしに改善してい

ること。

科学的介護推進

体制加算
４０単位/月 ４２円 ８３円 １２４円

利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状

態、口腔機能、認知症の状況

その他の利用者の心身の状

況等に係る基本的な情報を厚

生労働省に提出しており、サ

ービスの提供に当たって、サ

ービスを適切かつ有効に提供

するために、その情報やその

他必要な情報を活用し、必要

に応じて看護小規模多機能介

護計画を見直すなどサービス

提供に当たって、規定する情

報等を適切かつ有効に抵抗

するために必要な情報を活用

している場合

口腔・栄養スクリー

ニング加算（Ⅰ）
２０単位/回 ２１円 ４２円 ６２円

介護サービス事業所の従業者

が、利用開始時及び利用中６

月ごとに利用者の口腔の健康

状態及び栄養状態について

確認を行い、情報を担当する

介護支援専門員に提供してい

ること

口腔・栄養スクリー

ニング加算（Ⅱ）
５単位/回 ６円 １１円 １６円

利用者が栄養改善加算や口

腔機能向上加算を算定してい

る場合に口腔の健康状態と栄

養状態のいずれかの確認を行

い情報を担当する介護支援専

門員に提供していること（口腔

機能向上加算を算定しており
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加算（Ⅰ）を算定できない場合

にのみ算定が可能）

口腔機能向上加算

（Ⅰ）
１５０単位/回 １５５円 ３１０円 ４６５円

口腔機能が低下している利用

者又はおそれのある利用者に

対して口腔機能向上を目的と

して、個別摘に実施される口

腔清掃指導若しくは実施又は

摂食・嚥下機能に関する訓練

の指導若しくは実施をし、利用

者の心身の状態の維持又は

向上に資すると認められるもの

を行った場合3カ月以内に限

り 1月に２回を限度とし、１回に

つき 150単位を加算する。サ

ービスの開始から３か月ごとに

評価を行い機能向上せず、口

腔機能向上サービスを引き続

き行う事が必要と認められる場

合引き続き算定する事ができ

る

口腔機能向上加算

（Ⅱ）
１６０単位/回 １６６円 ３３１円 ４９６円

口腔機能向上加算（1）の取り

組みに加え、口腔機能改善管

理指導計画等の情報を厚生

労働省に提出し、口腔機能向

上サービスの実施にあたって

当該情報その他口腔衛生の

管理の適切かつ有効な実施

の為に必要な情報を活用した

場合（（１）と（Ⅱ）は併算定不

可

生産性向上

推進体制加算（Ⅱ）
１０単位/月 １１円 ２１円 ３１円

利用者の安全並びに介護サ

ービスの質の確保及び職員の

負担軽減に資する方策を検討

するための委員会を開催し、

生産性向上ガイドラインに基

づいた改善活動を継続的に行

い、見守り機器等のテクノロジ

ーを導入している場合

介護職員処遇

改善加算（Ⅰ）

※令和６年

５月３１日まで

合計総単位

数の,１０００分の

１０２

介護人材の安定確保及び資

質の向上を図るために当法人

が要件を満たした場合

介護職員等特定処

遇改善加算（Ⅰ）

※令和６年

５月３１日まで

合計総単位

数の,１０００分の

１５

介護職員等の更なる処遇改善

を図るために当法人が要件を

満たした場合

介護職員等ベース

アップ等支援加算

※令和６年

５月３１日まで

合計総単位

数の,１０００分の

１７

介護職員等の更なる処遇改善

を図るために当法人が要件を

満たした場合
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介護職員等

処遇改善加算（Ⅰ）

※令和６年

６月１日より

合計総単位

数の１,０００分

の１４９

介護人材の安定確保及び資

質の向上を図るために当法人

が要件を満たした場合

※ 上表は保険給付に、地域単価１０.３３円を含めて計算しております。

上記以外に一定の要件が満たされた場合、下記の減算が適用されます。

要介護度 単位数 １割負担 ２割負担 ３割負担 減算要件

要介護１,２,３ -９２５単位/月 -９５６円 -１,９１１円 -２,８６７円 末期の悪性腫瘍やその他別

に厚生労働大臣が定める疾

病などで主治医より医療の

訪問看護を行う必要がある

指示がある場合

要介護４ -１,８５０単位/月 -１,９１１円 -３,８２２円 -５,７３３円

要介護５ -２,９１４単位/月 -３,０１１円 -６,０２１円 -９,０３１円

要介護１,２,３ -３０単位/日 -３１円 -６２円 -９３円 主治医がご利用者様の健康

状態が急性増悪などにより

一時的に訪問看護が必要で

ある指示がある場合、最大１

４日を上限とする当該指示

の日数

要介護４ -６０単位/日 -６２円 -１２４円 -１８６円

要介護５ -９５単位/日 -９９円 -１９７円 -２９５円

要介護１,２,３ -９２５単位/月 -９５６円 -１,９１１円 -２,８６７円 算定日の前３ヶ月間におい

て、当該事業所における利用

者総数のうち、主治の医師の

指示に基づく看護サービス

を提供した利用者の占める

割合が３０％未満、緊急時訪

問看護 加算を算定した利用

者の占める割合３０％未満、

特別管理加算を算定した利

用者の占める割合が５％未

満のすべてに該当する場合

要介護４ -１,８５０単位/月 -１,９１１円 -３,８２２円 -５,７３３円

要介護５ -２,９１４単位/月 -３,０１１円 -６,０２１円 -９,０３１円

※ 上表は保険給付に、地域単価１０.３３円を含めて計算しております。

②（利用料金 短期利用居宅介護費）

看護小規模多機能型居宅介護の宿泊室に空床がある場合、登録定員に空きがあり、緊急やむを得

ない場合等、一定の条件の下において、登録者以外の短期利用が可能となります。

利用要件

・看護小規模多機能型居宅介護支援事業所の登録定員に空きがある場合

・利用者の状態や家族等の事情により、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急

に利用が必要と認められた場合であって、当事業所の介護支援専門員が、当事業所の

登録者に提供されるサービスに支障がないと認めた場合

・利用期間は７日以内（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事

情がある場合は１４日以内）であること

・当事業所が提供するサービスが過少である場合の減算を受けていない場合

・指定基準に定める従業員数を配置している場合
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要介護度 単位数 １割負担 ２割負担 ３割負担

サービス利用に係る

自己負担額

要介護１ ５７１単位/日 ５９０円 １,１７６円 １，７７０円

要介護２ ６３８単位/日 ６６０円 １,３１９円 １,９７８円

要介護３ ７０６単位/日 ７３０円 １,４５９円 ２,１８８円

要介護４ ７７３単位/日 ７９９円 １,５９８円 ２,３９６円

要介護５ ８３９単位/日 ８６７円 １,７３４円 ２,６０１円

※ 上表は保険給付に、地域単価１０.３３円を含めて計算しております。

上記以外に一定の要件が満たされた場合、下記の加算が算定されます。

加算 単位数 １割負担 ２割負担 ３割負担 加算要件

サービス提供

体制強化加算

(Ⅰ)

２５単位/日 ２６円 ５２円 ７８円

当該事業所の介護職員の総数の

内、介護福祉士の占める割合が

１００分の７０以上である場合

介護職員処遇

改善加算（Ⅰ）
※令和６年

５月３１日まで

合計総単

位数の

１,０００分の

１０２

介護人材の安定確保及び資質の

向上を図るために当法人が要件

を満たした場合

介護職員等特定処

遇改善加算（Ⅰ）
※令和６年

５月３１日まで

合計総単

位数の

１,０００分の

１５

介護職員等の更なる処遇改善を

図るために当法人が要件を満た

した場合

介護職員等ベース

アップ等支援加算

※令和６年

５月３１日まで

合計総単

位数の

１,０００分の

１７

介護職員等の更なる処遇改善を

図るために当法人が要件を満た

した場合

介護職員等

処遇改善加算（Ⅰ）

※令和６年

６月１日より

合計総単

位数の

１,０００分

の１４９

介護人材の安定確保及び資質の

向上を図るために当法人が要件

を満たした場合

※ 上表は保険給付に、地域単価１０.３３円を含めて計算しております。

利用者が要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただ

きます。要介護認定の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。

償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービ

ス提供証明書」を交付します。

（２）介護保険給付対象外サービス

① 食事（朝食・昼食・夕食・おやつ）の提供にかかる費用

② 宿泊の提供にかかる費用

朝食の提供にかかる費用 １回につき ３５０円

昼食の提供にかかる費用 １回につき ６６０円

夕食の提供にかかる費用 １回につき ６６０円

おやつの提供にかかる費用 １回につき １１０円

宿泊費 １日につき ３,4５０円
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③ 紙おむつ等の提供にかかる費用

④ レクリエーションや行事の材料代

利用者の希望により事業所が行うレクリエーション行事・事業所外へ外出行事に費用を要

する場合は、実費をご負担いただきます

⑤ 行事食追加費用

誕生会、季節行事等の特別献立時に費用を要する場合は、材料費の追加相当分の実費をご

負担いただきます。

材料費等 費用実費程度 実費

⑥ 複写物の交付

契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できます。複写物を必要とする場

合は、実費をご負担いただきます。

写しの交付 １枚につき ２０円

⑦ 通常の事業の実施地域を超えた場合の送迎に要する費用

内 容 費 用

公共交通機関の使用 目的地の移動に要する往復料金

自動車・原付等使用した場合、通常の事業の

実施地域を超えてから１５ｋｍ未満（片道）
２５０円

自動車・原付等使用した場合、通常の事業の

実施地域を超えてから１５ｋｍ以上（片道）
５００円

⑧ 理美容に関する費用

⑨ レンタルテレビ

テレビカード１枚につき、２０時間視聴できます。

テレビカード １枚につき １,０００円

⑩ 洗濯に関する費用

事業所での洗濯費用

紙

お

む

つ

等

尿パット １枚につき ３０円

リハビリパンツ １枚につき ８５円

フラットタイプ １枚につき ５０円

テープ止めタイプ １枚につき ８５円

材料費等 費用実費程度 実費

女

性

カット・ブロー １回につき ２,４００円

毛染め・洗髪・ブロー １回につき ４,５００円

毛染め・カット・洗髪・ブロー １回につき ６,５００円

パーマ・洗髪・ブロー １回につき ４,５００円

パーマ・カット・洗髪・ブロー １回につき ６,５００円

男
性

カット・ブロー １回につき ２,４００円

丸刈り １回につき ２,０００円

共
通

ベッド上料金 １回につき ＋５００円

ロング料金（洗髪メニュー）

※肩より下の長さ
１回につき ＋１０００円

洗濯代 １回につき １００円
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⑪ 日常生活上必要となる諸費用実費

その他、日常生活用品の購入代金及び医療費本人負担分等、日常生活に要する費用で、利

用者に負担していただくことが適当と認められる費用を負担していただきます。

以上、各項目について、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当

な額に変更することがあります。その場合、事前に変更する事由について説明いたします。

（３）利用料金のお支払い方法

前記（１）（２）の料金及び費用は、１か月ごとに計算し、翌月１５日までに請求し

ますので、月末までに、以下のいずれかの方法でお支払い下さい｡

（４）利用の中止、変更、追加

利用者は、利用予定日の前に、利用者の都合により、サービスの利用を中止または変更、も

しくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、利用者はサービス実

施日の前日までに事業者に申し出ることとします。

利用者が、通い又は宿泊利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の

申し出をされた場合は、キャンセル料として下記の料金をお支払いいただきます。ただし、入

院等やむを得ない場合は、この限りではありません。

サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により、契約者の希望する
期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して担当介護支援
専門員と相談させていただきます。

６.身元引受人
事業者は、契約者に対し、身元引受人を求めることがあります。ただし、契約者に身元引受人

を立てることができない相当の理由が認められる場合は、その限りではありません。

２ 身元引受人は、次に掲げる各号の責任を負います。

（１）契約者が疾病などにより医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するように事

業者に協力すること

（２）契約解除または契約終了の場合、事業者と連携して契約者の状態に見合った適切な受け入

れ先の確保に努めること

（３）契約者が死亡した場合の必要な処置

（４）契約終了後、当施設に残された所持品（残置物）の引取

７．連帯保証人
事業者は、契約者に対し、連帯保証人を求めることがあります。ただし、契約者に連帯保証人

を立てることができない相当の理由が認められる場合は、その限りではありません。

２ 連帯保証人は、この契約に基づく利用者の事業者に対する一切の債務につき、利用者と連帯

して履行の責任を負います。

３ 連帯保証人が保証する極度額（上限額）は３０万円とします。

① 指定口座からの自動引き落とし

② 窓口での現金支払

③ 口座への振込み

※当施設指定口座は別途通知いたします

④ 現金書留

前日までに申し出があった場合 無 料

前日までに申し出がなかった場合
通いの場合 食事（昼食）・おやつ費用相当額

宿泊の場合 食事（夕食・朝食）費用相当額
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８．個人情報の保護
（１）個人情報保護のため「個人情報の保護に関する法律」、「医療・介護関係事業者における個

人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び法人の定めた個人情報取扱規則を遵守しま

す。

（２）個人情報の利用目的については、あらかじめ当事業所内に掲示し公表するとともに、入居契

約時に重要事項説明書にて説明を行います。

（３）職員は、利用者及びその家族のプライバシーの尊重に万全を期すとともに、正当な理由がな

くその業務に関して知り得た個人情報を漏らしません。

（４）職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報

を漏らすことのないよう、必要な措置を講じます。

（５）利用者又は家族に関する個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書により利用者又はその家

族に同意を得るものとします。

当事業所において利用者およびその家族の個人情報の利用目的は次の通りです。

・ 当事業所が利用者等に提供するサービス

・ 業務の維持・改善のための資料

・ 学生等の実習への協力

・ 介護保険業務

・ 業務上必要な行政への対応

・ ご家族への心身の状況説明及びご家族からの問い合わせ対応

・ 損害賠償保険等に係る保険会社への相談又は届出

・ 当事業所からのご案内

・ 外部監査機関、評価機関等への情報提供

以上の利用目的以外で利用者の情報を利用する場合は、利用者に対し個別に理由を説明し、

同意を得た上で行います。

９．事故発生時及び緊急時の対応
（１）サービスの提供を行っている時に利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、速

やかに主治医や協力医療機関等に連絡する等の必要な措置を講じます。

（２）利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、宇治市

等に連絡するとともに必要な措置を講じ、発生状況等の記録を行います。

（３）事故が生じた際にはその原因を解明し再発防止に努めます。

10．非常災害対策
非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する計画を作成し、防火管理者を

定め、年 3回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。訓練の実施に当たって、地域の

協力機関等と連携を図り地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。

また、地震、風水害、火災等の非常災害が発生した場合、利用者、家族及び関係機関等に連絡

を行うとともに、必要な措置を講じます。

11．サービス利用に当たっての留意事項
（１）ペット危険物、公序良浴に反するもの、その他管理者が共同生活に支障があるとして指定

するものは、施設内にもちこまない

（２）居室及び共用施設の整備、器具は本来の用法及び用途に従って利用すること。

（３）契約者の故意又は重大な過失により、施設又は設備を損壊又は毀損した場合は原状回復又

は損害賠償の責を負うこと

（４）施設内で他の利用者に迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動は行わな

いこと

（５）事業所敷地内は禁煙とする

（６）騒音等を発したけんか、口論、泥酔等他のご利用者の迷惑になる行為は行わないこと

（７）他者に対する暴力または乱暴な言動、セクシャル・ハラスメント等のハラスメント行為は

行わないこと
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（８）施設の秩序、風紀を乱したり、安全衛生を害することを行わないこと

（９）正当な理由がなく施設内で知り得た他のご利用者又はそのご家族の個人情報を漏らして

はならない

12．虐待防止に関する事項
利用者の人権の養護・虐待の防止のため、担当者を定めて次の措置を講じます

（１）虐待を防止するための従業者に対する定期的な研修の実施

（２）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

（３）虐待防止の為の指針整備

（４）虐待防止の為の対策を検討する委員会の設置と従業者への周知

事業者はサービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者に虐待を受けたと思われ

る利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします

13．ハラスメントに関する事項
適切なサービスの提供を確保する観点から、職場内、訪問先において従業者に対する以下のハ

ラスメントの防止の為に必要な措置を講じます

（１）身体摘な力を使って危害をおよぼす行為（回避して危害を免れた場合も含む）（パワー・

ハラスメント、カスタマー・ハラスメント、他）

（２）個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり貶めたりする行為（パワー・ハラスメ

ント、カスタマー・ハラスメント、他）

（３）意に沿わない性的な誘いかけ、行為的態度の要求等、性的ないやがらせ（セクシャル・ハ

ラスメント）

14．感染症対策・業務継続に向けた取り組み
事業所は、感染症や災害が発生した場合でも必要な居宅介護支援を継続的に提供できる

体制を構築する為に次の措置を講じます

（１）感染症対策・業務継続に関する定期的な委員会の開催

（２）感染対策・業務継続に関する指針の整備

（３）定期的な研修及び訓練の実施

15．地域との連携
（１）利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、宇治市の職員又は当事業所が所在する槇島地

域包括支援センターの職員、認知症対応型共同生活介護について知見を有する者等により構

成される協議会（以下、「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね２月に１回以上、

運営推進会議に対し通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況等を報告し、運

営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会

を設けます。

（２）前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表しま

す。

（３）事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動及び槇島地域包括支援センター

等との連携及び協力を行う等地域との交流を図ります。

16．記録の整備
職員・整備及び会計に関する書記録の整備を行うものとする。また、利用者に対するサービス

の提供に関する書記録を整備し、その完結の日から５年間保存するものとします。

17．苦情の受付
提供したサービスに関する利用者、又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために

受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者及び家族に対する

説明、記録の整備等必要な措置を講じます。
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（１）当事業所における苦情の受付

当事業所における苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。

○苦情受付担当者

○苦情解決責任者

○受付時間

○連絡先

管理者 松野 大

センター長 小野 智子

月曜日～金曜日 ８：３０～１７：００

TEL：０７７４-２５-２０５０ FAX：０７７４-２５-２１６０

（２）苦情対応方法

※ 必要に応じて対応指示

（３）その他

上記以外にも、宇治市、国民健康保険団体連合会等でも苦情を受け付けています。

・京都府国民健康保険団体連合会介護保険課 介護管理課 相談担当

京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町６２０番地 ＣＯＣＯＮ烏丸内

９：００～１２：００、１３：００～１７：００（土・日・祝は除く）

TEL：０７５-３５４-９０９０ FAX：０７５-３５４-９０５５

・宇治市介護保険課

京都府宇治市宇治琵琶３３

８：３０～１７：１５（土・日・祝、年末年始は除く）

TEL：０７７４-２２-３１４１

FAX：０７７４-２１-０４０６

18．第三者評価の受診状況
当該事業所として提供するサービスについて個々の従業者の問題意識を向上させ、事業全体の

質の向上に繋げていくことを目指すものとして、自ら提供するサービスについて評価・点検（自

己評価）を行うとともに、当該自己評価結果について、運営推進会議において、第三者の観点

からサービスの評価（外部評価）を行うこととし、１年に１回以上、運営推進会議における評

○第三者委員 島崎 貴士

○連絡先 ０７７５－２５－５６５０

苦 情 受 付【苦情受付担当者】

苦情等の内容、利用者等の意向等の確認

【苦情受付担当者】

担当者からの状況聴取【苦情解決責任者】 第三者委員へ報告

苦情解決の話し合い【責任者・申出人・※必要に応じて第三者委員】

苦情解決・改善経過報告【苦情解決責任者】 苦情解決結果公表

※個人情報に関するものを除く
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価を受けております。

直近の評価年月日：令和６年３月２０日

評価名称：運営推進会議

評価結果につきましては、当施設ホームページで閲覧いただけます。

・複合型施設鳳凰槇島

http://www.takedahp.or.jp/group/welfare/makishima/


